
暮らしの安全確保
担当課：  市民安全課  、総合窓口課

政策1－6

⃝�地震や火災などの災害から市民の生命と財産を守るた
め、自主防災組織の育成、防災情報体制の整備、消防防
災体制の充実など、地域防災体制の強化に努めます。
⃝�犯罪を未然に防ぐよう、防犯に対する意識啓発や、地域ぐ
るみの防犯活動を推進します。また、住宅地の防犯灯な
ど防犯施設・設備の充実化に努めます。
⃝�交通事故を未然に防ぐよう、交通安全教育を推進すると
ともに、交通安全施設の整備や地域主体の交通安全活
動を支援します。
⃝�消費生活に関するトラブルを未然に防ぐよう、消費生活
に関する意識啓発や相談体制の充実を図ります。

災害や犯罪、事故を未然に防ぎ、
市民の尊い生命と財産を守ります。
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【交通事故防止街頭キャンペーンの様子】 【消防出初式分列行進の様子】
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暮らしの安全確保政策1－6

●自主防災組織活動の推進
　昨今、大規模災害時には住民自ら行動して
対処する自助・共助からなる減災対策が重要
と言われている中、本市では、自治会を自主
防災組織※1と位置づけ、災害に備える地域防
災力の向上を目指し、自主防災組織の活動支
援に取り組んでいます。

●犯罪なく3ば運動の推進
　本市では、地域ぐるみの防犯活動として、
平成25年度から「犯罪なく3ば運動※2」を
行っています。同運動では、毎年、推進モデル
地区を指定し関係機関と連携しながら、各地
域の特徴を生かした活動を行っています。

●消費生活相談の増加
　本市における消費生活相談件数は平成27
年度で227件と増加傾向にあります。特に、
高齢者からの相談が多くなっていることか
ら、高齢者向けに被害防止啓発のための消費
生活出前講座を行っています。また、悩みを
抱える市民が潜在していることも推測される
ため、啓発活動を強化する取り組みを行って
まいります。

災害や犯罪、消費トラブルをなくすための
活動を行っています。

現 状 と 課 題

【防災出前講座の様子】

【犯罪なく3ば 運 動の活動の様子】
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※1 自主防災組織／主に町内会・自治会が母体となって地域住民が連帯して自主的に防災活動を行う任意団体。
※2 犯罪なく3ば運動／日本一安全で安心な長崎県の実現のため、県や警察、地域などが連携して鍵かけをはじめとする防犯意識の高

揚などを呼び掛ける県民総ぐるみ運動。
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 （担当課：市民安全課）

主な成果指標 基準値（H26） 目標値（H31） 目標値（H33）

防火水槽の設置数（20t以上）【基】 544基（H27） ― 551基

自主防災組織地区数【地区】 90地区 ― 242地区

具体的な取り組み

自主防災組織の育成と活動支援
　自主防災組織や消防団の育成を図り、地域主体の防災活動を推進します。

防災情報の発信（ハザードマップ※1、危険箇所周知含む）
　長崎県等関係機関と連携し、災害危険箇所の把握に努め、ハザードマップ等による防災情報
の周知を図ります。また、防災行政無線や全国瞬時警報システム（Jアラート）※2を活用し、迅速
で適切な防災情報を発信します。

総合防災訓練の実施
　災害が発生した場合に適切な行動ができるよう、総合防災訓練を実施し、各関係機関との連
絡・協力体制の確立、市民の防災意識の高揚に努めます。

防災体制・防災施設の整備 総合戦略

　夜間などの行動が制限される時間帯で発生する性質の異なる災害時において、市民の安全を
確保するため防災危機管理体制の確立を図ります。また、火災等の災害から市民の生命と財産
を守るため、防火水槽や消火栓などの計画的な整備を推進するとともに、大規模災害に備え、
防災備品の整備に努めます。

消防防災体制の充実・強化 総合戦略

　常備及び非常備消防施設・設備の計画的な整備を進め、消防・救急体制の充実を図ります。
また、小浜消防署建替えに併せ、雲仙市全体の救急・消防力の強化が図られるよう取り組みます。

主な事業 ●防災体制整備事業
●消防施設・機械器具整備事業費

地域防災体制の強化施策

1

※1 ハザードマップ／火山噴火や洪水、土砂災害、津波等の自然災害に対して、被害が予測される区域及び避難地・避難路等が記載
されている地図。

※2 全国瞬時警報システム（Jアラート）／衛星通信と、地方自治体にある同報系防災行政無線を利用した緊急情報を伝えるシステム。
大規模な津波や大地震などの自然災害が起きたり、予期せぬ他国からのミサイル攻撃を受けた時などに、国から地域住民にすぐ
情報を伝達することができる。
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暮らしの安全確保政策1－6

 （担当課：市民安全課）

主な成果指標 基準値（H26） 目標値（H31） 目標値（H33）

防犯灯のLED化率
（H26以降の累計）【％】 15.38％ ― 53％

刑法犯罪発生件数【件】 148件 ― 110件

具体的な取り組み

防犯に関する意識啓発
　警察等各種関係団体と連携し、広報紙やホームページ、イベント等による啓発活動を通じて
市民の防犯意識の高揚を図ります。

地域ぐるみの防犯活動の推進
　地域の安全は地域で守るという意識のもと、地域住民、自治体、警察等が連携して防犯活動
を推進します。

防犯施設・設備の整備・充実
　夜間の犯罪を抑止するため、住宅地の防犯灯や街路灯などの防犯施設の整備・充実を図り
ます。

主な事業 ●防犯灯設置補助金
●防犯対策施設整備事業
●防犯対策（負担金）

防犯対策の充実施策
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 （担当課：市民安全課）

主な成果指標 基準値（H26） 目標値（H31） 目標値（H33）

交通事故による死傷者数【人】 348人 ― 300人以下

高齢者交通事故者数【人】 71人 ― 70人以下

具体的な取り組み

交通安全教育の推進
　交通安全協会や警察等と連携し、交通安全に対する意識啓発を図ります。また、交通事故が
増加傾向にある高齢者の交通事故防止に向けた取り組みを強化するとともに、学校や関係機関
と連携して子どもの交通安全教育に取り組んでいきます。

交通安全施設の整備・充実
　交通事故防止と歩行者の安全性の確保のため、カーブミラー・ガードレール等の交通安全施
設を効果的に整備します。

地域主体の交通安全活動の支援
　地域、学校、警察、交通安全協会などが連携し、地域ぐるみで交通事故防止の取り組み活動
を推進します。

主な事業 ●交通安全対策補助金
●交通指導員事務費
●交通安全施設整備事業

交通安全のまちづくり施策

3
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暮らしの安全確保政策1－6

 （担当課：総合窓口課）

主な成果指標 基準値（H26） 目標値（H31） 目標値（H33）

消費生活関係出前講座開催回数
【回／年】 26回／年 ― 30回／年

具体的な取り組み

消費生活に関する意識啓発
　高齢者等を狙った振り込め詐欺や悪質商法等の被害に遭わないように、関係機関（警察、金
融機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会等）との連携を図り、市の広報紙やホーム
ページ、チラシ等を活用した情報提供や出前講座による啓発活動に取り組みます。

相談体制の充実
　市民からの消費生活に関する相談に対応するため、消費生活センター※1に専門の相談員を
配置するとともに、法律家との連携を図り、相談体制の充実に取り組みます。また、多岐にわた
る相談や巧妙化する消費者被害に対する相談に対処できるよう、相談員のスキルアップを図り
ます。

主な事業 ●消費者行政推進事業

消費者保護施策

4

※1 消費生活センター／商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせの受付処理、消費者教育などにあたる専門相談
員を配置した行政機関。
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